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議案第 12 号関連資料 

明石市地方卸売市場業務条例の一部を改正する条例制定のことについて 

 

１ 改正の目的 

 卸売市場法の一部改正により、地方卸売市場の認定要件として、業務規程（本市では明

石市地方卸売市場業務条例（以下「条例」という。）。以下同じ）において卸売市場で取り

扱う指定飲食料品等＊、及び当該指定飲食料品等の持続的な供給に要する費用に関して参

酌すべき指標等を公表することを定めることとされたことから、条例の一部を改正しよう

とするものです。 

＊食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品

等の取引の適正化に関する法律（平成３年法律第 59 号）第 42 条第１項に規定する指

定飲食料品等のこと。飲食料品等のうち、時間の経過により品質が劣化しやすいもの、

生活必需品として売買されているものが該当（（補：米、、菜、、飲用乳、、腐、、豆腐）

します。これらは、消費者の値頃感を踏まえて価格設定されやすいなどの性質があるた

め、取引において費用が認識されにくいとされています。 

 

２ 卸売市場法の一部改正 

⑴ 改正の概要 

地方卸売市場の開設者は、兵庫県知事の認定を受けるためには、業務規程において以

下の事項を公表する旨を定めることとしています。 

① 卸売市場で取り扱う指定飲食料品等 

② 指定飲食料品等の持続的な供給に要する費用に関して参酌すべき指標 

③ 飲食料品等事業者等が取引において講ずべき措置の内容 

⑵ 施行期日 

条例改正に関係する部分の施行日は 2026 年４月１日 

なお、同日までに地方卸売市場に係る変更の認定申請を行った場合は、当該申請に係

る処分が行われるまでの間は変更の認定を受けたものとみなされます。 

 

３ 条例の一部改正 

⑴ 改正の概要 

卸売市場法の一部改正に伴い、以下の事項を規定します。 

① インターネットの利用その他の適切な方法により、以下の事項を公表します。（（条例

第 54 条の２関係） 

ア 卸売市場において取り扱う指定飲食料品等 

イ 指定飲食料品等の持続的な供給に要する費用に関して参酌すべき指標 

ウ 飲食料品等事業者等が取引において講ずべき措置の内容 

② ①に伴う所要の整備（条例第 78 条及び第 80条関係） 

⑵ 施行期日 

2026 年４月１日 

生 活 文 化 常 任 委 員 会 資 料 

2026 年（令和８年）３月 11 日 

環境産業局産業振興室商工政策課 
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【参考】食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の一部改正の概要 

「食品等の取引の適正化」と「食品等事業者による事業活動の促進」を柱とした以下のよ

うな改正が図られています。 

１ 食品等の取引の適正化 

⑴ 農林水産豆臣が食品等取引実態調査を実施 

⑵ 飲食料品等事業者・農林漁業者は、次の措置を講ずるよう努力 

・持続的な供給に要する費用等の考慮を求める事由を示して協議の申出がされた場合、

誠実に協議 

・持続的な供給に資する取組（商慣習の見直し等）の提案があった場合、検討・協力 

⑶ 農林水産豆臣が⑵の努力義務に関する判断基準を策定 

⑷ 農林水産豆臣は次の措置を実施 

・⑵の努力義務の適確な実施を確保するため、⑶の判断基準に基づいて飲食料品等事業

者・農林漁業者への指導・助言を実施 

・⑵の努力義務の実施状況が著しく不十分な場合は勧告・公表を実施 

（勧告の実施に必要な場合、報告徴収・立入検査を実施） 

※不公正な取引方法に該当する事実がある場合、公正取引委員会に通知 

⑸ 農林水産豆臣が、取引において、通常、費用を認識しにくい飲食料品等を指定すると

ともに、その費用の指標の作成・公表等を行う団体を認定 

 

２ 食品等事業者による事業活動の促進 

⑴ 食品等事業者が作成する、農林水産業と食品産業の連携強化や流通の効率化、付加価

値向上等の事業活動に関する計画の農林水産豆臣による認定制度の創設 

⑵ 上記計画を農林水産豆臣が認定した場合に日本政策金融公庫による長期低利融資等の

支援措置を実施 

 


